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   新型コロナウィルス感染症に係る対応について 

 

 新型コロナウィルス感染症に係る対応について、別紙のとおり報告します。 
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新型コロナウイルス感染症に係る対応について 

 
令 和 ２年 ５月 １３日 

教 育 総 務 課 

○４月１６日の全国一律の緊急事態宣言を受けて、４月２７日から５月６日まで全ての公立学校を臨

時休業とした。 

○県内における感染者の状況等を踏まえて、５月７日から予定どおり全ての公立学校を再開するとと

もに、県立社会教育施設の一部について、利用制限を緩和した。 

○再開にあたり、県立高校では分散登校や分割授業等三つの密を回避した授業実施の工夫を行った。 

 

１ 学校の臨時休業及び対応【４月２７日～５月６日】 

４月１６日の全国一律の緊急事態宣言を受けて、４月２７日から５月６日まで、県内全ての公立学

校を臨時休業とした。（部活動も中止） 

（１）休業中の学習機会の確保・健康管理 

・臨時休校中に児童生徒が授業を十分に受けることができないことによって学習に著しい遅れが生

じることのないよう対応 

   →e-ラーニング教材などＩＣＴを活用した学習支援や学習プリントによる支援 

   →教科ごとに適切に学習課題を課す 

  ・電話等で学校と家庭の相互連絡を適切に行うことで健康状態の把握に努める 

（２）居場所が必要な子どもへの対応 

・特別の事情により自宅で過ごすことができない特別支援学校の幼児・児童・生徒については、そ

の居場所等について、保護者や福祉保健部局と個別に相談・調整の上で対応 

 

２ 臨時休業後の学校の対応【５月７日～】 

県内における感染者の状況及び学校再開に向けた文部科学省の考え方等を勘案し、児童生徒の学習

機会の確保に努めるため、三つの密の回避や感染防止対策を徹底した上で、５月７日から、県内全て

の公立学校で、予定どおり学校教育活動を再開した。 

（１）県立高校の授業における三つの密の回避 

①通常の対応でも三つの密回避（鳥取緑風高校など 9 校／24 校） 

  ・１クラスの人数が少ない又は教室が広いことにより通常どおりでも身体的距離が確保可能 

    ※小中学校においても少人数学級の導入等により全体の約６割の学級が 25人以下学級 

②既にある広い面積の教室や空き教室を使って三つの密を回避（米子高校など 3校） 

  ・１クラスの人数が多い場合に、面積の広い教室に移動して授業実施又はクラスを２分割して空き

教室を使って授業を展開 

③クラスや学年分割による登校で空き教室等を確保して三つの密を回避(鳥取湖陵高校など 12校) 

  ・各クラス又は学年を２分割、半分の生徒は登校して授業、半分の生徒は自宅学習等 

  ・特定学年は登校しクラスを２分割して授業、他の学年は自宅学習 

④ＩＣＴを活用して学習を支援 

  ・学校内又は学校と自宅におけるオンライン授業（ライブ配信）等により学習を支援 

 

（２）その他感染拡大防止の徹底 

・列車通学生が多い高校において、始業開始時刻を、通常より 30 分から１時間程度遅らせて時差

登校を実施 

・特別支援学校において、通学バスの増便等を行い、１台当たりの乗車人数を少なくする 

  ・感染の可能性が高い学習活動（音楽・歌唱指導、家庭科・調理実習、体育・接触運動など）を延

期 

・部活動の活動内容を工夫 

   →コンタクトスポーツでは個人活動に限定し、対人的な活動は中止する。対外試合・遠征は当面

禁止とするなど活動内容を工夫するとともに、活動日・時間を厳守した上で実施。 

   →練習会場だけでなく部室での更衣時やミーティング時における三つの密の回避の徹底 

・学校の衛生管理の徹底 

   →登校前の検温等、体調管理の徹底を改めて保護者に依頼 

   →手洗いの徹底やドアノブなど、児童生徒が手を触れる箇所やボールなど共用物品の消毒 

   →マスクの着用、こまめな換気の徹底、近距離での会話の回避等の徹底 
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３ 県立社会教育施設等の利用制限の緩和 

  県内における感染者の状況を踏まえて、三つの密の回避や消毒を徹底した上で、地域での利用を中

心として一部利用制限を緩和した。 

  ただし、不特定多数が利用する施設で三つの密が守れない施設や地域外の方による利用の可能性が

高い施設は当面休館としたが、今後の状況によっては制限緩和も検討する。                

（１）利用制限緩和［５月７日～］ 

  博物館（※１）、図書館（※２）、県民ふれあい会館（※３） 

  ※１：人と人の間隔を２ｍ開ける。展示物の配置等の工夫などの対策をして開館。 

  ※２：人と人の間隔を２ｍ開ける。四方を開けた席配置等の工夫をして開館。 

※３：イベント等は、県内参加者のみ、かつ５０人以下で、大声での発声・歌唱・声援、近距離での会話がないこ

とを条件に開館 

（２）利用制限継続［５月１５日程度まで延長］ 

  船上山少年自然の家、大山青年の家 

（３）県立学校の学校開放の再開 

   グラウンド等の屋外施設は５月７日から学校開放を再開するが、体育館等の屋内施設は５月１５

日まで開放を行わない。 

 

４ 感染防止のための校内消毒動画の作成・啓発チラシの更新 

今後の消毒作業の参考としていただくため、望ましい消毒の方法について動画を作成するととも

に、５月７日からの学校再開を踏まえて、児童生徒、保護者及び学校関係者向けのチラシの内容を修

正し、各県立学校及び市町村教育委員会に周知した。［別紙チラシ参照］ 

「新型コロナウイルス感染症防止対策 学校空間の消毒方法について」  

    動画ＵＲＬ：https://www.pref.tottori.lg.jp/290094.htm 

 

◆県立高校の三つの密を回避した授業の工夫例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜鳥取湖陵高校の分割授業＞      ＜米子東高校のオンライン授業 学校×家庭＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      ＜日野高校（１クラスの人数が少ない）＞ 

 

◆県立図書館の感染防止対策 

 

 

 

 

 

 

                 ＜県立図書館＞ 

受付の身体的距離確保、受付カウンターにビニールシート設置 
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